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厚生労働省老健局老人保健課 

 

 

 貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう 

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険主管部（局）  
各指定都市介護保険主管部（局）       御中 

← 厚生労働省老健局老人保健課 

今回の内容 

 

「訪問看護事業所の看護師等が D to P with N によ

るオンライン診療の補助を行った場合の令和８年度

診療報酬改定を踏まえた評価に関するＱ＆Ａ」の送付

について（事務連絡） 
 

計２枚（本紙を除く） 

連絡先 

T E L  : 03-5253-1111(内線 3962) 

FA X  : 03-3595-4010 

 
 



事 務 連 絡 

令和８年５月８日 

 

都道府県 

各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 

中 核 市 

 

厚生労働省老健局老人保健課 

 

訪問看護事業所の看護師等が D to P with Nによるオンライン診療の補助を 

行った場合の令和８年度診療報酬改定を踏まえた評価に関するＱ＆Ａ 

 

平素より、介護保険行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

令和８年度診療報酬改定を踏まえ、介護保険における訪問看護事業所の看護

師等が D to P with Nによるオンライン診療の補助を行った場合の訪問看護費

の請求について、別添のとおり、「訪問看護事業所の看護師等が D to P with N

によるオンライン診療の補助を行った場合の令和８年度診療報酬改定を踏まえ

た評価に関するＱ＆Ａ」を送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、

御了知の上、管下市町村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たって

は遺漏なきよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

  



【（介護予防）訪問看護】 

○ 訪問看護事業所の看護師等が D to P with Nによるオンライン診療の補助を行った場

合の訪問看護費の請求について 

問 令和８年度診療報酬改定において、令和８年６月から訪問看護事業所の看護師等が

D to P with Nによるオンライン診療の補助を行った場合の診療報酬請求上の取り扱

いが明確化されたが、介護保険で同様に D to P with Nによるオンライン診療の補助

を行った場合、どの訪問看護費を算定すればよいか。 

（答） 

  訪問看護指示書の有効期間内の利用者の訪問看護計画書上、予定された訪問看護がな

い場合のオンライン診療の補助の実施については、次期介護報酬改定までの間、以下の点

数を算定すること。ただし、いずれも算定は月１回に限る。 

・訪問看護費 

イ 指定訪問看護ステーションの場合 （１）所用時間 20分未満の場合 314単位 

ロ 病院又は診療所の場合      （１）所要時間 20分未満の場合 266単位 

・介護予防訪問看護費 

イ 指定訪問看護ステーションの場合 （１）所用時間 20分未満の場合 303単位 

ロ 病院又は診療所の場合      （１）所要時間 20分未満の場合 256単位 

また、連携する保険医療機関からの依頼を受けて訪問看護指示書の交付がない利用者

に対して訪問看護計画書に基づいて行う指定訪問看護以外の場面で、在宅で療養を行っ

ている又は緊急に診療を要する患者であって通院が困難なものに対し、保険医療機関の

医師が看護師等が同席の下で診療を行う必要があると判断した場合に、患者の同意を得

て看護師等が患家を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合には、診療報

酬医科点数表の区分番号「Ｃ００５－１－３」訪問看護遠隔診療補助料を保険医療機関が

算定し、合議の上、費用の精算を行うものとする。具体的な要件については、「Ｃ００５

－１－３」訪問看護遠隔診療補助料に関する算定告示や留意事項通知等を事前に確認す

ること。 

なお、訪問看護計画書に基づく計画的な指定訪問看護の実施時に、オンライン診療の補

助も行った場合には、計画的な指定訪問看護に係る時間に当該補助に要した時間を合算

した時間区分の訪問看護費を算定すること。 

 

 


